
国が示す改革の方向性（スポーツ庁・文化庁提言、Ｒ４.１２総合的ガイドラインより）

大仙市
部活動地域移行ビジョン

目指す姿 ○少子化の中でも子どもたちがスポーツ･文化芸術活動に継続して親しむことができる機会の確保
→子どもたちは、自発的な参画の中で「楽しさ」「喜び」を感じ、それが自己実現、活力ある社会と絆の強い社会創りにつながる。
○学校の働き方改革の推進
→教員は十分な準備の時間を創出することができ、学校教育の質の向上につながる。
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課題
▲部活動の持続可能性
中学校生徒数の減少が加速化するなどの深刻な少
子化
・生徒数S61：589万人→R3：296万人
・中学校数は平成の30年間で１割減、
現在も平成の大合併時と同じペースで減少
▲教師の業務負担
競技・活動経験がなくても指導せざるを得ない、
休日も含めた指導が求められる、等
・中学校教諭１日あたりの部活指導
平日：0.34h(H18)→0.41h(H28)
休日：1.06h(H18)→2.10h(H28)
▲地域の団体や指導者と学校との連携・協働

新たな活動環境の整備 ・生徒が各種活動に（１つに限定せず）親しむ機会を地域において広く確保
・地域の実情に応じ、多様な団体等が実施主体

活動団体等の整備充実
・先進的な取組をしている事例をまとめ、情報提供
・必要な予算の確保やスポーツ振興くじ（toto）助成を含めた多様な財源確保の検討

指導者の質・量の確保
・指導者資格の取得や研修の実施の促進
・部活動指導員、教師の兼職兼業、企業・クラブチーム・大学からの派遣、人材バンク

活動施設の確保
・学校施設を活用するための各種連絡・調整のための協議会設立
・施設管理を、指定管理者制度を活用するなどして各種団体等へ委託

大会の在り方の整備・要請
・成果発表の場としてふさわしい大会整備、全国大会の精選、運営体制の見直し要請
・令和５年度以降は、地域団体も参加できる大会に対して引き続き支援

会費と保険の支援と整備
・地域団体等に対して、指導者・会員の保険加入を強く要請、困窮家庭への支援
・スポーツ安全保険について、災害共済給付と同程度の補償になるよう要請

関連諸制度の見直し
・次期学習指導要領で部活動に関する記載を見直し
・高校入試や教員採用試験での部活動等の実績の扱いを見直し

進捗状況を検証して更に改革

※平日の部活動の地域移行は、できるところから取り組むことが考えられる。

この３年間を「休日の部活動の地域移行に向けた改革推進期間」※地域の実情に合わせて、３年間とは限定しない

県中体連の動向
・R5からクラブチーム
の総体参加を認める

４月上旬
「参加区分」について
の案内を配布

４月下旬
「参加区分」の押印・
提出を求める

※新人総体については
学校部活動からのみの
参加とする。

Ｒ５：体制の整備

Ｒ６：３０％以上の移行を目指す Ｒ７：１００％移行（夏の段階で６０％、年度末１００％整備）

平 日 の 部 活 動 地 域 移 行

準備委員会にて情報収集・組織構想

大仙市部活動地域移行
推進本部
※教育長を議長とする諮問・
決定機関

部活動地域移行
運動部活動検討委員会
※スポーツ振興課長を
委員長とする検討組織

部活動地域移行
文化部活動検討委員会
※生涯学習課長を委員
長とする検討組織

大仙市部活動地域移行推進組織

□ 受け入れ団体・指導者の確保
□ 学校・保護者・地域の理解を求める説明機会の充実

[県の方針] 部活動の適正化（誰にとっても適正なものに）と地域スポーツ環境の整備充実を図る

県が示す ①指導者確保⇒指導者報酬等への財政支援，人材バンク設置，教員の兼職兼業制度の整備・活用，指導者のための研修制度の構築
課題と対策 ②受け皿団体と運営資金の確保⇒新たなスポーツ団体等の設立，施設利用等に対する財政支援

③家計への負担増⇒経済的に困窮する家庭に対する活動経費等の費用補助

教育指導課内に部活動地域移行検討委員会事務局を置き、
庶務を担当する。事務局において（コーディネーターを
中心に）情報収集・各種団体との関係構築に努める。

年間の予定

４月
準備委員会

５・６月
本部会議①
検討委員会①

８月
アンケート実施

９・１０月
本部会議②
検討委員会②

２月
本部会議③
検討委員会③

休日の部活動地域移行可能な部活はＲ５秋から

「いっきに『休日の地域
クラブ活動』に移行する
パターン」
「『学校部活動の地域連
携』を経て移行するパ
ターン」
が考えられる。
また、地域の実情に応

じて、「休日の地域クラ
ブ活動」と「学校部活動
の地域連携」が当面は併
存することが考えられる。
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